
令和４年４月1日現在

協議事業 担当課 問合せ先
用途地域
特別用途地区
地区計画
都市計画道路
景観地区
屋外広告物規制区域
⾼度地区
⾼度利用地区
特別緑地保全地域
駐⾞場整備地区
特定街区
風致地区
流通業務地区
⾼層住居誘導地区
航空機騒音障害防止地区
生産緑地

愛知県尾張建設事務所建築課 052-961-7211
（代）三の丸庁舎

市都市計画課 0561-56-0622
⻑久⼿市美しいまちづくり条例
建築協定区域
耐震診断・改修

市都市計画課 0561-56-0622
［建築工事以外］
愛知県尾張建設事務所維持管理課

052-961-7211
（代）三の丸庁舎

愛知県住宅計画課 052-954-6590
市都市計画課 0561-56-0622

⻑期優良住宅 愛知県建築指導課 052-961-9719
省エネ法
建築物環境配慮制度
電波法（電波伝搬障害防止区域）愛知県建築指導課 052-954-6587
⼟地開発⾏為 愛知県都市計画課 052-954-6119
国⼟利用計画法
⼟地利用

愛知県尾張建設事務所維持管理課 052-961-7211
（代）三の丸庁舎

市⼟木課 0561-56-0621
砂防指定地 愛知県尾張建設事務所維持管理課 052-961-7211

（代）三の丸庁舎
上水道 水道引込 愛知中部水道企業団 0561-38-0030

公共下水道区域
農村集落家庭排水区域

雨水 雨水排水 市⼟木課 0561-56-0621

都市計画 市都市計画課 0561-56-0622

建築

河川 特定都市河川流域
河川保全区域

下水道 市下水道課
（⻑久⼿浄化センター2F）

0561-56-0624

人にやさしい街づくりの推進に
関する条例

愛知県建築指導課 052-954-6570

大規模開発
企画政策課 0561-56-0600

建築・土木工事等に関する協議及び確認先一覧

開発許可
建築許可
宅地造成等規制法

市都市計画課 0561-56-0622

建設リサイクル法



協議事業 担当課 問合せ先
県道 愛知県尾張建設事務所維持管理課 052-961-7211

（代）三の丸庁舎
市道
⻑久⼿市管理の道路
区画整理道路 市区画整理課

（尾三消防本部⻑久⼿消防署3F）
0561-62-4465

建築基準法の道路の種別 市都市計画課 0561-56-0622
市⼟木課 0561-56-0621
［ごみ収集ルート］
市環境課（北庁舎1F）

0561-56-0612

［Ｎーバスルート］
市安⼼安全課（北庁舎2F）

0561-56-0611

区画整理 ⼟地区画整理事業 市区画整理課
（尾三消防本部⻑久⼿消防署3F）

0561-62-4465

特定建設作業 市環境課（北庁舎1F） 0561-56-0612
浄化槽 尾張県⺠事務所環境保全課 052-961-7211

（代）三の丸庁舎
雨水貯留槽設置
住宅用太陽光発電システム設置
ごみ処理
工場⽴地法
大規模小売店舗法
亜炭
駐⾞場法
駐⾞場附置義務（⻑久⼿市美し
いまちづくり条例）

文化財 埋蔵文化財 市生涯学習課（文化の家） 0561-56-0627
ハザードマップ
液状化マップ
交通安全計画書
⼟砂災害危険箇所 市⼟木課 0561-56-0621
保安林
地域森林計画対象⺠有林
緑化補助制度
農業振興地域
農地転用
用水路
愛知用水受益地 愛知用水⼟地改良区（三好事務所） 0561-32-2365

自治会 地元周知 市たつせがある課 0561-56-0602

その他
協議事業 担当課 問合せ先

土地取引 国⼟利用計画法に基づく⼟地取
引

企画政策課 0561-56-0600

農地 市みどりの推進課 0561-56-0620

道路

環境

防災・災害・交
通安全

市安⼼安全課（北庁舎2F） 0561-56-0611

緑地 市みどりの推進課 0561-56-0552

市たつせがある課 0561-56-0602

駐⾞場 市都市計画課 0561-56-0622

市⼟木課 0561-56-0621

通⾏止

市環境課（北庁舎1F） 0561-56-0612


